
子どもによる医薬品誤飲事故に関する最近の防止対策（厚生労働省） 

保護者等への情報提供及び注意喚起について 

○各地方公共団体、医療関係団体等へ以下の事項に関する周知依頼を通知。 

 家庭における保管について掲示等（薬袋等に記載）により注意喚起すること 

 誤飲事故が発生した場合の対処方法について情報提供すること。 

 保健指導等の母子保健サービスにおいて情報提供に努めること。 など 

〇「医薬品・医療機器等安全性情報」に関係記事を掲載し、医療関係者への周知を実施。 

○「知っておきたい薬の知識」（日本薬剤師会との共同作成）の薬局等への配付。 

医薬品の保管をする際に注意すべき点など、保護者等に対する啓発を実施。 

○PMDA へのホームページに患者向け情報ページの作成 

○「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」として、家庭用品による事故等を早期に

探知し、健康被害の拡大を防止する目的で、情報収集・分析・評価結果を毎年公表。 

 

＜参考＞ 

１）平成 23 年 5月 20 日付け 小児による誤飲防止のための医薬品の安全対策について（情報提供） 

厚生労働省医政局総務課・厚生労働省医薬食品局総務課 事務連絡 

２）平成 25 年 1月 4日付け 医薬品等の誤飲防止対策の徹底について（医療機関及び薬局への注意喚起及び周知徹底依頼） 

医政総発 0104 第１号・薬食総発 0104 第２号・薬食安発 0104 第１号 厚生労働省医政局総務課長・医薬食品局総務課長・安全対策課長連名通知 

３）平成 26 年 12 月 24 日付け   

子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策の徹底について（医療機関及び薬局への注意喚起及び周知徹底依頼） 

医政総発 1224 第３号・薬食総発 1224 第１号・薬食安発 1224 第２号 厚生労働省医政局総務課長、医薬食品局総務課長、医薬食品局安全対策課長連名通知  

子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策の徹底について 雇児母発 1224 第１号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長  

４）平成 27 年 12 月 18 日付け 

子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について 厚生労働省医政局総務課、医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局安全対策課 事務連絡  

子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課 事務連絡 

 

包装容器に係る対策 

○各地方公共団体、業界団体等に対し、子どもの誤飲防止等、医薬品の安全性向上のための

周知や検討を依頼。 

 

＜参考＞ 

１）平成 23 年 4月 28 日付け 「子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策」報告書について（情報提供） 

厚生労働省医薬食品局安全対策課 事務連絡 

２）平成 23 年 5月 20 日付け 小児による誤飲防止のための医薬品の安全対策について（情報提供） 

厚生労働省医薬食品局総務課 事務連絡 

３）平成 25 年 1月 4日付け 医薬品等の誤飲防止対策の徹底について 

薬食総発 0104 第４号・薬食安発 0104 第３号 厚生労働省医薬食品局総務課長・安全対策課長連名通知 

 

参考資料２ 


